
R8.5 作成 

岐阜市保健所への休日・夜間の 

緊急連絡について 

岐阜市保健所では、土曜日・日曜日などの休日・夜間緊急連絡用の専用電話を設置して健康危機管理 

 体制の確保に努めています。下図を参考に緊急の場合に備えてください。 

 

食中毒：食品衛生課 緊急携帯 

090-5104-5010 

食中毒以外： 

保健衛生部 緊急携帯 

090-9027-7820 

平日（月曜日～金曜日） 

８：４５～１７：３０ 

〇休日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始) 

〇平日夜間（１７：３０～８：４５） 

左記以外の場合 
○感染症に関する 

緊急の場合 

○食中毒・飲料水及び 

毒劇物中毒などによる 

健康危機の発生又はそれらが 

疑われる緊急の場合 

岐阜市保健所 

各担当課へ 

 

感染症等の場合は、 

感染症・医務薬務課 

TEL:252-7187 

FAX:252-1280 

 

食中毒の場合は、 

食品衛生課 

TEL：２５２-7194 

FAX:252-0012 

 

〒500-8309 

岐阜市都通 2-19 

感染症・医務薬務課 

緊急携帯 

090-5001-1482 

岐阜市役所 

（守衛室電話） 

265-4141 

携帯につながらない場合 

保健所担当課

へ連絡 


